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1 頁平成20年 2月13日  09時39分  作成

03 民生費

01 社会福祉費

11 後期高齢者医療費

保険年金課

作　成　者：財政課　４（簡略番号 ）

平成20年度 001 一般会計

当初予算

706000000

008106

003

00

0

00

後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定）

前 年 度

子育てを支援し、お年寄りが元気な

社会保障制度の適正な運営

安心して健やかにくらせる健康と福

『ひと』がいきいき

0

38,74900116,2450

154,994214,54300

前 年 度

現計予算当初予算

0

歳出予算事業概要書

県支出金

16 116,24528 154,994繰出金 都道 01 02 01 010
後期高齢者医療保険基盤安定拠出金

款

項

目

所属課ｺｰﾄﾞ

所属課名

内線番号

大事業

中事業

小事業

細事業

調整結果額
うち復活額

国庫支出金 地方債 その他 一般財源

実

施

計

画

財源内訳

部

章

節

細 節

要求額

各　課

一般財源

財源 細節款 項 目 節
本年度の財源内訳節

金 額 金 額区分
１．事業の概要と必要性

２．根拠法令

３．用地の状況

４．基本計画との関連

５．本年度の計画効果

実施計画計上額

目 的 別

性 質 別

６．財源の説明

一般会計において負担し、後期高齢者医療特別会計に繰り出すこととなる。
(負担割合：県 ３／４、市 １／４）

広域連合において、全額国からの交付金により基金を積み立て対応する。
保険料について、減額の経過措置が設けられることになり、その分については、
  ただし、平成20年度については、被用者保険の被扶養者であった被保険者の

少ないかたについては、保険料の減額賦課をし、その減額した保険料の額について、
  後期高齢者医療の加入者(被保険者)のうち、政令に定めるところにより、所得の

高齢者の医療の確保に関する法律第99条、鳥取県後期高齢者医療広域連合規約第17条

県支出金(3/4)  116,245千円、一般財源(1/4)   38,749千円

会計 001 一般会計 03款 01項 11目 00300000事業 1頁


